
学校環境衛生検査の
進め方

もとす薬剤師会 学薬委員
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定期環境衛生検査計画表
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検査表の準備

必要な検査表のＰＤＦを開き、印刷

ここをクリックもとす薬剤師会ホームページ
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飲料水検査
日時、持ち込み場所は指定
採水場所・・・原則、給水経路の末端給水栓（ゴムホースや浄水器、泡沫キャップ等が

ない給水栓が望ましいが、泡沫キャップ付きの給水栓から採水する場合
は泡キャップ（パッキンとも）を取り外した上で先端部を加熱殺菌後、採水
する。）

公衆衛生検査センターの手順書に従い採水

1.配管内の水の置換
配管内に滞留している水を十分に流す（通常、3分くらい）

2.水温、ＰＨ、残留塩素の測定を行う

3.給水栓の加熱滅菌
流水を一度止め、給水栓を軽く振るなどして中に残ってる水を取り除いた後、ライ
ター等の炎で給水栓の先端部を加熱殺菌する。
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4.採水
再度しばらく流水して採水する。
※２０２４年４月から100ｍｌガラス容器がなくなりました。

＜細菌試験容器＞ 200ｍｌ滅菌ポリエチレンビン
袋から容器を取り出し、容器は洗わないで、水を直接9分目位まで入れる（空気層を少
し残す）
注1）容器のふたを流しに置いたり、容器の口の部分やふたの内側を手で触れないようにする。
注2）プラスチック袋は採水直前まで封を切らない。

＜理化学試験容器＞ 600ｍｌポリエチレンビン

容器を２、３度、水洗いして（すすいで）から、水をほぼ満水まで入れる。（空気が入っ
ても構わない）
中フタを閉めてから外フタを閉める。
注）水漏れを防ぐために必ず中フタで栓をしてから、外フタをしっかり閉める。

5.搬入
それぞれの容器のふたに識別シールを貼り、採水記録表を添えて搬入。
細菌試験容器は保冷して搬入。
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給排水系統図の確認
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受水槽点検表と検査結果書、清掃報告書の確認
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採水場所

＜理化学試験・細菌試験用・総トリハロメタン＞
プール端６か所の塩素濃度を測り０．４以上
（できれば０．７くらいあるといい）で
あることを確認してから、プール真ん中の水面下
２０ｃｍくらいのところを採水。
（先生もしくは生徒にとってもらう）

＜濁度用＞ろ過装置出口 採水栓
（ホースがついてる場合はそれを外して）
５分くらい栓を開けて水を流してから採水

① ② ③

★
水面下約20CM

⑥ ⑤ ④

日時、持ち込み場所は指定
プール使用日が３０日以内の場合１回、３０日を超える場合は２回検査を行う。
（２回目は理化学試験、細菌検査のみ）
プール水を１週間に１回以上全換水する場合は、総トリハロメタンの検査を
省略することができる（平成３０年４月改正）
原則、児童・生徒がプール使用している時間に採水

プール水検査
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採水方法

公衆衛生検査センターの手順書に従い採水

採水前に水温、気温、ｐＨ、残留塩素濃度を測定し、基準値内であること
を確認

＜細菌試験容器＞200ｍｌ滅菌ポリエチレンビン
袋から容器を取り出し、容器は共洗いしないで、水を直接9分目位まで入

れる（空気層を少し残す）
注1）容器のふたを流しに置いたり、容器の口の部分やふたの内側を手で

触れないようにする。
注2）プラスチック袋は採水直前まで封を切らない。

＜理化学試験容器・濁度用＞600ｍｌポリエチレンビン

容器を２、３度、水洗いし、水をほぼ満水まで入れる。
中フタを閉めてから外フタを閉める。
注）水漏れを防ぐために必ず中フタで栓をしてから、外フタをしっかり閉め
る。
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採水方法

保存・搬入

＜総トリハロメタン容器＞ 250ｍｌガラスビン（ＶＯＣ）

①容器は洗わないで、水中で蓋を開けて水を直接、満水になるよう入
れた後、軽く蓋を閉めます。

②アスコルビン酸ナトリウム１包を容器に入れる。

③容器のフタで満水になるように水を入れ（表面張力が働くように）、
ゆっくりとフタをし、密栓する。

④容器の逆さまにし、空気の混入がないことを確認する。
もし、空気が混入している場合、水を汲みなおさず③の操作を
やり直すか、水中でフタをする。
（水を汲みなおすと保存処理試薬がなくなるので注意） 
注）空気が混入すると正確な検査結果が出ない。

飲料水検査と同様、それぞれの容器のふたに識別シールを貼り、採水記録表を添
えて搬入。
細菌試験容器、総トリハロメタン用ガラス瓶は保冷して搬入。
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（チーム学薬） 
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普通教室とコンピュータを使用する教室を年２回行う。
（児童・生徒がいないときに検査する。）
照度を測定し、検査表に記入。
検査表裏面のまぶしさも忘れず検査する。

照度検査

【照度計の使用方法】

注１）測定するときに測定者自身
の影が影響しないようにすること。

注2）白衣など白い服は照度に

影響を与えることがあるので
避けること。

電源オン
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２．まぶしさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．総評                                  

  

項  目 検 査 事 項 判 定 基 準 

印  象 1）教室へ入った時の印象   

教 室 内  1）照度は十分にあるか   

・下限値 300 ﾙｸｽ 

（500 ﾙｸｽ以上が望ましい） 

・照明器具は児童生徒の 

視線の方向と平行が良い 

・照度比 

最大照度と最小照度比が

10：1 を超えないこと 

やむを得ない場合でも 

20：1 を超えないこと 

2）照度比はよいか  

3）グレア（まぶしさ）はないか  

4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか  

5）照明器具は清掃されているか  

6）照明器具のちらつき・劣化・断線したものはないか  

7）照明器具の点滅は列ごとにそれぞれ別回線になって 

いるか 
 

8）強い直射日光の照射を防ぐためのカーテン・ブライ 

ンドなどがあるか、又は清潔か 

 

黒  板 1）照度は十分あるか  ・500 ﾙｸｽ以上が望ましい 

・照度比 

  教室内と同じ 
2）照度比はよいか  

3）グレアはないか  

4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか  

総  合 1）照明に対する認識・工夫・努力はどうか   

  判定： ○……良い  △……改善が望ましい  ×……早急な改善を要す 

指導助言事項 

 

 

◎ 黒板付近のグレア（まぶしさ） 

◎  

窓 

黒 板 

後方より 

まぶしさ（有 無） 

前方より 

まぶしさ（有 無） 

黒 板 

最後列 

上方へ 

まぶしさ（有 無） 

黒 板 

窓 

15° 

15° 

15° 

最
前
列 

最
後
列 

黒 
板 

照明器具 

15° 

15° 

（平成 27 年 3 月 31 日作成） 
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２．まぶしさ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．総評                                  

  

項  目 検 査 事 項 判 定 基 準 

印  象 1）教室へ入った時の印象   

教 室 内  1）照度は十分にあるか  ・ディスプレイ画面の垂直面 

照度は 100～500 ﾙｸｽが 

望ましい 

・机上の照度は 500～1000 ﾙｸｽ 

が望ましい 

・照度比 

最大照度と最小照度比が

10：1 を超えないこと 

やむを得ない場合でも 

20：1 を超えないこと 

・ディスプレイ画面に映りこみ 

 がないこと 

2）照度比はよいか  

3）グレア（まぶしさ）はないか  

4）ディスプレイ画面に映りこみがないか  

5）照明器具は適用か、又はその配置はよいか  

6）照明器具は清掃されているか  

7）照明器具のちらつき・劣化・断線したものはないか  

8）強い直射日光の照射を防ぐためのカーテン・ブライ 

ンドなどがあるか、又は清潔か 

 

黒  板 1）照度は十分あるか  ・500 ﾙｸｽ以上が望ましい 

・照度比 

  教室内と同じ 
2）照度比はよいか  

3）グレアはないか  

4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか  

総  合 1）照明に対する認識・工夫・努力はどうか   

  判定： ○……良い  △……改善が望ましい  ×……早急な改善を要す 

指導助言事項 

 

 

◎ 黒板付近のグレア（まぶしさ） 

◎  

窓 

黒 板 

後方より 

まぶしさ（有 無） 

前方より 

まぶしさ（有 無） 

黒 板 

最後列 

上方へ 

まぶしさ（有 無） 

黒 板 

窓 

15° 

15° 

15° 

最
前
列 

最
後
列 

黒 
板 

照明器具 

15° 

15° 

（平成 27 年 3 月 31 日作成） 
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騒音検査
児童・生徒がいない教室で年２回行う。
（隣の教室で授しているなど騒音が
気になる教室で行うのが望ましい）
騒音を測定し、検査表に記入

【騒音計の使用方法】詳細は説明書を参照

④ 05ｍ00ｓになれば
測定終了。

５分間の平均測定値
が表示

経過時間

①電源オン

②Ｍｏｄｅを押して
ＬＡｅｑに変える ③スタートを押す

⑤長押しで
電源オフ
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毎学年に１回、検査を行う。
原則、気温、湿度が高くなる夏に行う。
検査場所は、保健室ベッドや特別教室のカーペットなど、
学校側と相談。

【検査方法】
ダニ検査用マイティチェッカーを使用
付属の説明書に従い検査

ダニ検査
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揮発性有機化合物の検査

ホルムアルデヒド、トルエンを検査する。（検査箇所は学校により異なる）
気温が高いと揮発性有機化合物の数値が上がりやすいので、夏に検査する。
検査場所は学校側と相談。

【事前準備】
30分以上換気の後、5時間以上密閉（誰も出入りしないように）してから、

検査を開始する。

【検査機器】
ホルムアルデヒド測定・・・ホルムアルデヒド検知器、ホルムアルデヒド検知タブレット

※本体の使用環境温度が急激に変化 （冷所保存）
するとエラーが出る恐れがあるので注意

トルエン測定・・・自動ガス採取装置、トルエン検知管（２本１組）
（冷所保存）
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【検査方法】

ホルムアルデヒド測定

①タブレットを入れる

②①

②

③

③

②

※機器返却時はタブレットに使用済みの
印を書き、タブレットは入れたままにしておく

表示例）
検査結果

（1800秒＝３０分）

詳細は説明書を参照
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トルエン測定 詳細は説明書を参照

⑵接続ゴムで２本を繋ぐ

【検査方法】

①検知管のセット

自動ガス採取装置

⑴両先端をチップカッターで折る

⑶自動ガス採取装置に接続
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②自動ガス採取装置の設定を確認

③検知管を機械にセットしてからスタートを押す。
④３０分経つと、自動で止まるので、検知管の
変色層の長さから目盛りを読み取る。
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黒板検査

【事前準備】チョークの付着してない新しい黒板拭きでチョークをよく拭き取る
【検査方法】黒板検査用色票を用いる

①色相の判定
色相判定表を使い黒板の色相判定をする。
黒板面の最も色の濃いところに判定表をあて、
判定表にある色と穴の中に見える黒板色を
比較し、最も近い色票の記号を読み取る。

②明度・彩度の判定
色相判定で選ばれた色相に相当する
有彩色黒板用明度・彩度判定表を使い、
指定された黒板面の９か所を判定する。

毎学年１回検査する。

例

明度４、彩度３

※判定表の紛失に注意



32



33

教室の空気検査

児童・生徒が教室にいる状態で検査する

ＣＯ₂・・・毎学年２回検査する

気流、浮遊粉じん・・・毎学年２回検査する。
 空気の温度、湿度または流量を調節する設備を使用して
 いる教室等以外の教室等においては、必要と認める場合
 に検査を行う。
ただし、浮遊粉じんについては検査の結果が著しく基準値
を下回る場合（基準値の1/2以下）には、以後教室等の
環境に変化が見られない限り、次回からの検査について
省略することができる
（平成３０年４月改正）

ＣＯ、ＮＯ₂・・・毎学年２回検査する
  教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を

 省略することができる。
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ＣＯ₂ 測定

【検査方法】 詳細は説明書を参照
①電源をオンにすると３０秒間のウォームアップを開始する。

②ウォームアップのあと、測定モードになる。
教室の真ん中の机上の高さに、授業の間置いておく。
授業開始時（５分後）、授業途中、授業終了間際（５分前）
にＣＯ₂ 濃度を測定。

注意：外気の測定で400ｐｐｍ程度にならない時には、
必ず簡易校正を行うこと（説明書参照）

【検査機器】 ＣＯ₂モニター
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気流 測定

【検査機器】 風速計

【検査方法】 詳細は説明書を参照

本巣地区の気流計

①電源オン

②教室の机上の高さで測定

測定値
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浮遊粉じん 測定

【検査機器】 粉じん計

【検査方法】 詳細は説明書を参照

①ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ測定
⑴側面のノブがMEASUREの位置にあること、
「採気口」のカバーが閉じられていることを確認し、電源を入れ、
１分待つ（内部を清浄にするため）
⑵「時間設定スイッチ」を数回押し、BGを表示させる。
⑶「開始/停止スイッチ」を押し、6秒待つ。

②感度合わせ（スパンチェック）
⑴「採気口」のカバーが閉じられていることを確認。
⑵ 側面のノブをＭＥＡＳＵＲＥからSENSI ADJの位置で回して押し込む。
⑶ディスプレイにSPAN CHECKと表示していることを確認し、

 「開始/停止スイッチ」を押し、１分待つ。

③測定
⑴ 側面のノブを引き出し、回してMEASUREの位置に戻す。（自動的に1ｍｉｎの表示になっている）
⑵「採気口」のカバーを開く。（スライドさせ下げる）
⑶「開始/停止スイッチ」を押し、１分待つ。
⑷「質量濃度」を押し、ＣＯＵＮＴをｍｇ/ｍ³に変換する。

※必ず「採気口」のカバーを閉じた状態で返却すること

本巣地区の粉じん計
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ＣＯ 測定

【検査機器】ガス採取器ＡＰ－２０、ＣＯ検知管（冷所保存）

【検査方法】 詳細は説明書を参照

①検知管の両端をチップカッタで折る

②ガス採取器に検知管を取り付ける

③ボトムケースの赤線とシャフトの赤線を合わせ、
ハンドルを１００まで引く（１００でロックされる）
ガス採取スタート

④フローインジケータで採取の終了を確認後、
検知管で数値を読み取る。

⑤採取終了後、ハンドルを右または左に９０度
回すと、ロックが外れるので、
ハンドルを元に戻す。
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【検査方法】

ＮＯ₂ 測定

①タブレットを入れる

②

①

②

③

③

②

※機器返却時はタブレットに使用済みの
印を書き、タブレットは入れたままにしておく

表示例）

【検査機器】
ホルムアルデヒド検知器、ＮＯ₂ 検知タブレット（冷所保存）
※本体の使用環境温度が急激に変化するとエラーが出る恐れがあるので注意

013：ＮＯ₂

012：ＮＯ₂

013：ＮＯ₂

013：ＮＯ₂

013：ＮＯ₂

013：ＮＯ₂

検査結果

（1800秒＝３０分）
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（裏面）

教室における測定時の状況

上部窓 下部窓 下部欄間 上部欄間

黒 板

出入口

出入口



40

学校給食衛生管理
毎学期１回検査する

受配校用（共同調理場等から搬入される給食を受け取る学校） 

学校給食衛生管理定期検査票 

校長 学校薬剤師 
栄養教諭・ 
学校栄養職員 

   

検査年月日 年    月    日（    曜） 

学校名  

共同調理場名  

 定期検査票作成者 職  氏名  

給食対象人員 人 受入給食数 食 

注意 
事項 

1.この定期検査は「学校給食衛生管理基準」に基づき、年 3回（5～7月・9～11月・1～2月）実施すること。 

 但し、第 1票の1～7、第 7票の41～47については、年１回、5～７月に実施のこと。 

2.評価の基準は、Ａ：適切で良好なもの、Ｂ：普通、Ｃ：改良・改善・修理を要するものとする。 

3.この検査票の学校給食従事者とは、共同調理場等から給食を受取り、給食をクラス別に配膳する者をいう。 

到着から検食までの時間 
（定期検査直近の状況） 

コンテナー    時間    分 

牛   乳    時間    分 

パン又は米飯    時間    分 

 第 1票 

受入室 

1 便所、ごみ集積場等からの位置は適切であるか。 A B C 

2 受入室は校庭、道路等からほこりをかぶるおそれはないか。 A B C 

3 外部からの汚染を受けるような構造ではないか。 A B C 

4 廊下と明確に区別されているか。また、施錠設備があるか。 A B C 

周囲の状況 
5 周囲の排水はよいか。 A B C 

6 周囲は清掃しやすいか。 A B C 

日常点検 7 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 A B C 

 第 2票 

受入室の 

整理整頓 

8 受入室には、不必要な物品等を置いていないか。 A B C 

9 受入室の温度と湿度が適切に保たれ、毎日記録・保存されているか。 A B C 

冷蔵庫・冷凍

庫・食品の  

保管室 

10 冷蔵庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されているか。 A B C 

11 冷凍庫の内部は常に清潔で整頓されており、庫内温度は適正に管理され、記録・保存されているか。 A B C 

12 保管場所は常に清潔で整頓されており、温度、湿度は適切に管理され、記録・保存されて 

いるか。 

 

A B C 

温度計・湿度計 

13 受入室の温度管理のため、適切な場所に温度計・湿度計を備えているか。 A B C 

14 冷蔵庫、冷凍庫の内部に温度計を備えているか。 A B C 

15 温度計・湿度計は正確か。 A B C 

給食従事者の

手洗い・消毒 

設備 

16 位置や構造は良いか。 A B C 

17 衛生的に管理され、石けん液、アルコールやペーパータオル等は常備されているか。 

また、布タオルの使用はなされていないか。 
A B C 

採光・照明 

通気・照明 

18 作業上適当な明るさはあるか。 

A B C 

A B C 

 19 側窓、天窓等による通風は良好であり、虫は入らないか。 A B C 

20 夏季には直射日光がささないか。 A B C 

防そ、防虫 21 防そ、防虫の設備は設けられているか。破損はないか。 A B C 

天井・床 
22 天井は衛生的に保たれているか。 A B C 

23  床に破損個所はないか。 A B C 

日常点検 24 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 

 

 

 

 

 

A B C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3票 

検収・保管等 25 牛乳は、専用の保冷庫等により温度管理が行われているか。 A B C 

検食・ 

保存食 

26 検食は責任者を定め、摂食開始30分前までに確実に行われており、検食を行った時間、 

検食結果が記録・保存されているか。 
A B C 

日常点検 27 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 A B C 

 第 4票 

食品の 

温度管理 

28 搬入後の食品は適切に温度管理されているか。 A B C 

29 搬入の時間は記録・保存されているか。 A B C 

配食・配膳 

30  食品の運搬に当たっては、ふたをしているか。 A B C 

31 パンや牛乳の容器の汚染に注意をしているか。 A B C 

32 給食当番等について、毎日、健康状態と服装を確認しているか。また、手洗いがされているか。 A B C 

33  配食用の食器や食缶が、じかに床に置かれていないか。 A B C 

34  学級用配膳棚又は配膳台車は清潔に保たれているか。 A B C 

35  ダムウェータ（給食用リフト）内は清潔に保たれているか。（設置されている場合） A B C 

日常点検 36 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 A B C 

 第 5票 

学校給食 

従事者 

37 健康状態の点検は適切に行われているか。 A B C 

38 服装、爪、髪等の衛生状態の点検は確実に行われているか。 A B C 

39 作業前の手洗、消毒は確実に行われているか。 A B C 

日常点検 40 日常点検は確実に行われており、記録は保存されているか。 A B C 

 第 7票 

衛生管理体制 

41 衛生管理責任者等は適切に定められているか。 A B C 

42 衛生管理責任者等は適切に衛生管理の点検を行っているか。また、その結果を記録・保存しているか。 A B C 

43 校長等は、学校給食の衛生管理に注意を払い、学校給食関係者に衛生管理の徹底を促しているか。 A B C 
44 校長、場長、栄養教諭等、保健主事、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健所長、 

保護者等が連携した学校給食の衛生管理を徹底するための学校保健安全委員会等の組織は設 

けられ、適切に運用されているか。 

A B C 

45 校長等は、食品に異常の発生が認められた場合には、必要な措置を講じているか。 A B C 

46 校長等は、施設設備に改善が必要と認めた場合に応急措置や計画的な改善を講じているか。 A B C 

47 校長等は、栄養教諭等の指導等が円滑に実施されるよう関係職員の意思疎通に配慮しているか。 A B C 

指導助言事項 

① 特に指導した事項  

 

 

 

 

② 直ちに改造、修理を要する事項 

 

 

 

 

③ その他気が付いた点で、措置を必要とする事項 

 

 

 

 

※ 本定期検査票は、文部科学省作成の学校給食衛生管理基準の第１票から第７票を参照 
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学校の清潔（大掃除の実施）
毎学年３回検査する



42

排水の施設・設備、雨水の排水溝等
毎学年１回検査する



43

ネズミ・衛生害虫等
毎学年１回検査する

※樹木の害虫駆除を目的として農薬散布する際、児童生徒に影響を与えないよう、
散布日や時間帯を考慮すること



44

薬品管理検査
理科室、保健室の薬品管理をそれぞれ毎学年１回検査する
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